
証券コード８８４１
令和７年６月６日

株 主 各 位
東京都品川区西五反田七丁目22番17号

代表取締役社長 大 谷 卓 男

第59期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第59期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.toc.co.jp/toc/ir-new/ir/shareholders/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」

「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択の上、ご覧ください。

その他掲載ウェブサイト

https://d.sokai.jp/8841/teiji/

なお、当日出席されない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）による議決権行使

をご推奨申し上げますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権

行使書用紙に賛否をご表示の上ご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト

(https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、令和７年

６月26日(木曜日)午後５時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

(電磁的方法（インターネット等)による議決権行使の方法等につきましては、４頁をご参照ください。)

敬 具
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記

1. 日 時 令和７年６月27日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都品川区西五反田七丁目22番17号 ＴＯＣビル13階 特別ホール

(会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、

お間違いのないようご注意ください。）

3. 株主総会の目的である事項

報告事項 1. 第59期（自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結

果報告の件

2. 第59期（自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日）計算書類の内容報

告の件

決議事項

議 案 剰余金の処分の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げま

す。また、代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていた
だきます。

◎書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類も併せてご送付しております。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、下記の事項を除いてお
ります。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査した書類の一部であり
ます。

・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎ご来場の株主様へのお土産の配布は行っておりませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、
ドリンク等のご提供も見合わせますので、この点につきましてもご理解賜りますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席いただける場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくととも

に同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申し上げます。

開催日時 令和７年６月27日（金曜日）午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付く

ださい。

行使期限 令和７年６月26日（木曜日）午後５時必着

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使

次頁のインターネット等による議決権行使のご案内をご高覧の上、画面

の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限 令和７年６月26日（木曜日）午後５時まで

スマートフォンをご利用の株主様

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要

です。同封の議決権行使書用紙副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」

を読み取りいただくことで、ログインいただけます。

スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QR

コードでのログインができない場合には、次頁記載の議決権行使サイトにアクセ

スする方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

機関投資家の皆様へ

管理信託銀行等の名義株主様につきましては、株式会社ＩＣＪが運営

する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれ

た場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方

法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラ

ットフォームをご利用いただくことができます。
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「ログイン」をクリック

「次の画面へ」をクリック

議決権行使ウェブサイトに

アクセスする
１

お手元の議決権行使書用紙の

副票（右側）に記載された

「ログインID」及び「仮パスワード」

を入力
（株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び
「仮パスワード」をご通知いたします｡）

２

以降は画面の案内に従って

賛否をご入力ください。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内
電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行

使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又は電磁的方法（インターネット等）による議決権

行使のお手続きはいずれも不要です。

議決権行使ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

ご注意事項

■ インターネットによる議決権行使は、パソコン又はス
マートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただ
くことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午
前２時30分から午前４時30分までは取扱いを休止しま
す。）

■ パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、イ
ンターネット接続にファイアーウォール等を使用され
ている場合、アンチウイルスソフトを設定されている
場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信
を指定されていない場合等、株主様のインターネット
利用環境によっては、ご利用できない場合もございま
す。

■ インターネットによる議決権行使は、令和７年６月
26日（木曜日）の午後５時まで受け付けいたします
が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がござ
いましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

■ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使さ
れた場合は、インターネットによる議決権行使の内容
を有効として取扱わせていただきますのでご了承くだ
さい。

■ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使さ
れた場合は、最後に行使された内容を有効とさせてい
ただきます。また、パソコン、スマートフォン等で重
複して議決権を行使された場合も、最後に行使された
内容を有効とさせていただきます。

■ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用
（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担と
なります。

議決権行使サイトの操作方法に関する
お問い合わせについて

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027
（通話料無料、受付時間：9：00～21：00）
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 剰余金の処分の件

当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強

化のための内部留保に意を用いつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ

継続的な配当を維持することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記基本方針を踏まえ、収益状況及び今後の事業展開等

を勘案した結果、以下のとおりといたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 5円 総額 金 440,995,615円

（注）中間配当を含めた通期の年間配当金は、１株につき金 10円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生ずる日

令和７年６月30日

以 上
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事 業 報 告

( 自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日 )

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の回復やインバウンド需要の増加に支え

られ、回復基調を維持し、円安や人手不足、海外経済の減速が逆風となったものの、年間の

実質ＧＤＰ成長率はプラス成長となりました。

このような事業環境下におきまして、当社グループは、全社を挙げて各事業の特性及び付

加価値性を活かした営業活動を推進いたしましたが、主にＴＯＣビルの一時閉館（令和６年

９月より順次営業再開）に伴うテナントの退去の影響により、当連結会計年度の連結売上高

は13,152百万円（前連結会計年度比4.1％減）となり、利益面におきましては、営業利益

1,418百万円（前連結会計年度比37.9％減）、経常利益1,918百万円（前連結会計年度比28.0

％減）となりました。また、政策保有株式の縮減方針に基づき保有株式の一部を売却し、投

資有価証券売却益869百万円を特別利益に計上したことなどにより、親会社株主に帰属する

当期純利益は、1,787百万円（前連結会計年度比65.1％減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

・不動産事業

オフィスビルにおける事業環境は、オフィス供給が落ち着き、都心５区を中心に空室率、

賃料水準とも回復基調のまま推移しました。

また、商業施設における事業環境は、円安効果などにより、訪日外国人の購買が活発化

し、インバウンド需要と高額商品の好調な販売等は見られたものの、売上の減少や店舗の閉

店も見られ、業績に地域差が生じました。

このような状況下、不動産事業におきましては安全対策、環境対策等に注力し、運営・管

理面において差別化されたサービスと低コストとの両立を推し進め、所有ビル個々の特性を

活かした高付加価値化を図ってまいりました。

建物の賃貸等では、引き続きビルの特性に応じたテナント獲得を進め、営業を再開したＴ

ＯＣビルはじめ、既存ビルの入居率・賃料の改善はあったものの、ＴＯＣビルの一時閉館に

よるテナントの退去の影響により、減収となりました。なお、期末時点における入居率は

68.2%（前期末64.9%）となりました。（なお、通常稼働の建物の入居率は95.0%でした。）

展示場・会議室の賃貸ならびに駐車場の賃貸は、ＴＯＣビルの営業再開により、業績が回

復してきておりますが、ＴＯＣビルの一時閉館の影響により、いずれも減収となりました。

以上の結果、不動産事業の売上高は9,451百万円（前連結会計年度比7.5%減）となり、営

業利益は1,373百万円 (前連結会計年度比40.4%減）となりました。
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・リネンサプライ及びランドリー事業

リネンサプライ及びランドリー事業におきましては、コロナ禍前の水準には至っていない

ものの、主な顧客先であるホテル業界からの受注が増加したため、売上高は1,728百万円(前

連結会計年度比10.5%増)となり、営業利益は16百万円(前連結会計年度は2百万円の営業損

失)となりました。

・その他の事業

ビル管理関連サービス事業は、請負工事の受注増により増収となりました。スポーツクラ

ブ事業では、会員数の増加等により若干の増収となりました。また、温浴施設事業は、若干

の減収となりました。

その結果、その他の事業の合計では、売上高は1,971百万円（前連結会計年度比2.2%増）、

営業利益は20百万円（前連結会計年度は32百万円の営業損失）となりました。

セグメント別の売上高及び構成比

セグメント別 売 上 高（百万円） 構 成 比（％）

不
動
産
事
業

建 物 の 賃 貸 等 8,160 62.0

展 示 場 ・ 会 議 室 の 賃 貸 811 6.2

駐 車 場 の 賃 貸 479 3.7

小 計 9,451 71.9

リ ネ ン サ プ ラ イ 及 び ラ ン ド リ ー 事 業 1,728 13.1

そ の 他 の 事 業 1,971 15.0

合 計 13,152 100.0

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中の設備投資額は、1,642百万円であります。その主なものは、ＴＯＣビ

ル耐震補強工事564百万円、ＴＯＣビル建替えにかかわる実施設計等168百万円、ＴＯＣ Ｃ

ＯＮＮＥＣＴ竣工145百万円及びＲＯＸ２Ｇリニューアル工事129百万円であります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度の所要資金は、自己資金によって賄っております。
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(4) 企業集団及び当社の財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況

期 別
区 分

第56期

（３.４.１～４.３.31）

第57期

（４.４.１～５.３.31）

第58期

（５.４.１～６.３.31）

第59期（当期）

（６.４.１～７.３.31）

売 上 高（百万円） 16,337 15,686 13,715 13,152

経 常 利 益（百万円） 6,242 4,643 2,664 1,918

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
3,106 3,257 5,123 1,787

当 期 純 利 益（百万円）

１株当たり当期純利益（円） 32.69 34.28 54.60 19.31

総 資 産（百万円） 112,926 116,334 118,546 114,896

純 資 産（百万円） 95,148 100,406 102,816 100,824

②当社の財産及び損益の状況

期 別
区 分

第56期

（３.４.１～４.３.31）

第57期

（４.４.１～５.３.31）

第58期

（５.４.１～６.３.31）

第59期（当期）

（６.４.１～７.３.31）

売 上 高（百万円） 12,767 11,213 8,577 7,701

経 常 利 益（百万円） 6,064 4,359 1,990 1,207

当 期 純 利 益（百万円） 3,033 3,120 4,656 1,192

１株当たり当期純利益（円） 31.92 32.84 49.62 12.89

総 資 産（百万円） 104,506 107,501 109,316 105,426

純 資 産（百万円） 88,932 93,980 95,861 93,324

(5) 対処すべき課題

わが国経済は、金利の上昇や海外経済の先行き不透明感、米国における保護主義的な動き

など、いくつかのリスク要因を抱えている一方で、賃上げの動きや雇用環境の改善を背景

に、個人消費を中心とした内需の底堅さが見られ、円安の進行などにより輸出も持ち直しつ

つあります。先行きには依然として不透明感が残るものの、全体としては緩やかな回復基調

が続くものと思われます。

このような状況下、当社グループは、中長期的に安定的かつ持続的な成長を果たすため、

収益性を向上させる施策を積極的に実施し、経営基盤の強化を図ってまいります。

所有する個々のビルにおきましては、更なる運営の効率化、より木目細かなリニューアル

の実施等により、ビル個々の付加価値を高める経営施策を引き続き推進してまいります。

営業を再開しましたＴＯＣビルに関しましては、ビルの安全性、利便性を高めるためのリ

ニューアルを継続的に実施するとともに、催事機能・物流機能をはじめとするビルの特性を

活かし、稼働率の向上を図ってまいります。

また、収益物件の取得、不動産投資ファンド等への出資など、余剰資金等の活用等を検討

することにより、収益性の向上を図ってまいります。
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当社グループは、「社会に役立つ企業」という企業理念に基づき、お客様に「明るく、活

力のある、和やかな」場を提供することにより、社会との調和の上、お客様・テナントの皆

様に喜ばれ、またお役に立つことを使命とし、これをもって事業を推進いたしております。

全社を挙げて、日々の向上に努めることから、事業の発展を成し、社会に貢献していく所存

でございます。

株主の皆様におかれましては、倍旧のご支援ご鞭撻を賜わりますよう、よろしくお願い申

し上げます。
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(6) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金（百万円） 議決権比率（％） 主要な事業内容

株式会社テーオーリネンサプライ 96 55 リネンサプライ及びランドリー事業

株式会社テーオーシーサプライ 50 100 ビ ル 管 理 関 連 サ ー ビ ス 事 業

星 製 薬 株 式 会 社 75 100 製 薬 事 業

株 式 会 社 I － Ｔ Ｉ Ｎ Ｋ 9 97 情 報 処 理 関 連 事 業

株式会社ＴＯＲアセットインベストメント 90 99 商 業 不 動 産 賃 貸 業

株式会社ＴＯＣディレクション 92 99 商 業 施 設 運 営 事 業

株 式 会 社 Ｔ Ｏ Ｌ Ｃ Ｄ 100 99 ス ポ ー ツ ク ラ ブ、 温 浴 施 設

（注）当社グループの連結子会社は上記の子会社７社であり、持分法適用会社は１社であります。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容及び主要な事業所

① 株式会社テーオーシー
主要な事業内容
不動産事業部門：建物及び土地の賃貸・売買

：展示場及び会議室の賃貸

：駐車場の賃貸

商品販売事業部門：衣料品、雑貨等の販売

主要な事業所
本 店：東京都品川区西五反田七丁目22番17号

営 業 用 ビ ル：東京都品川区（９棟） 墨田区（１棟） 江東区（２棟）
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② 子会社

名 称 本 店 主要な事業内容

株式会社テーオーリネンサプライ
東京都品川区

（工場：東京都千代田区・神奈川県厚木市）
リネンサプライ及びランドリー事業

株式会社テーオーシーサプライ 東京都品川区 ビ ル 管 理 関 連 サ ー ビ ス 事 業

星 製 薬 株 式 会 社
東京都品川区

（工場：神奈川県厚木市）
製 薬 事 業

株 式 会 社 I － Ｔ Ｉ Ｎ Ｋ 東京都品川区 情 報 処 理 関 連 事 業

株式会社ＴＯＲアセットインベストメント 東京都台東区 商 業 不 動 産 賃 貸 業

株式会社ＴＯＣディレクション 東京都品川区 商 業 施 設 運 営 事 業

株 式 会 社 Ｔ Ｏ Ｌ Ｃ Ｄ 東京都品川区 ス ポ ー ツ ク ラ ブ、 温 浴 施 設

(8) 従業員の状況

区 分 従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年令（才） 平均勤続年数（年）

男 性 104 2（減） 45.5 14.9

女 性 41 0（－） 40.1 13.3

合計又は平均 145 2（減） 44.0 14.4

（注）従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向
者を含む就業人員であります。

(9) 主要な借入先及び借入額

借 入 先 借入金残高（百万円）

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 460

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 190

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 133

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 70

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 新 生 銀 行 40
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 株式数

発行可能株式総数 547,517,000株

発行済株式の総数 88,199,123株

（自己株式5,650,229株を除く。）

(2) 株主数 9,122名

(3) 大株主

株 主 名 持 株 数（千株） 持株比率（％）

株 式 会 社 ニ ュ ー ・ オ ー タ ニ 21,251 24.09

有 限 会 社 大 谷 興 産 14,615 16.57

株 式 会 社 オ オ タ ニ ・ フ ァ ン ド 6,927 7.85

新 菱 冷 熱 工 業 株 式 会 社 4,466 5.06

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 3,124 3.54

有 限 会 社 大 谷 興 産 Ｔ Ｏ 3,059 3.46

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,812 3.18

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,130 2.41

大 谷 和 彦 1,641 1.86

東 映 株 式 会 社 1,520 1.72

（注）1. 千株未満は切り捨てて表示しております。

（注）2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(4) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 20,100株 6名

社外取締役 － －

監査役 － －

(5) その他株式に関する重要な事項

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第

165条第２項及び定款第７条の定めにより、以下の通り自己株式を取得しました。

令和６年８月７日 普通株式 500,000株 309,500,000円

令和７年２月５日 普通株式4,950,000株 3,311,550,000円
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3. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 大 谷 卓 男

星製薬株式会社代表取締役社長
株式会社Ｉ－ＴＩＮＫ代表取締役社長
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長
株式会社ＴＯＲアセットインベストメント代表取締役社長
株式会社ＴＯＣディレクション代表取締役社長
株式会社ＴＯＬＣＤ代表取締役会長
学校法人星薬科大学理事長

常 務 取 締 役 近 藤 正 一
ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当
株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長

常 務 取 締 役 石 田 雅 彦 事務管理部門（総務・経理・財務）担当

取 締 役 松 村 康 弘 ビル営業事業部門担当

取 締 役 栁 沢 和 彦
大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長
株式会社テーオーリネンサプライ取締役副会長

取 締 役 稲 葉 弘 文 三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長

取 締 役 鳥 巣 元 太 アルス デザイン アソシエイツ株式会社代表取締役社長

取 締 役 小 森 谷 友 絵 日本大学生産工学部教授

常 勤 監 査 役 山 岡 英 夫 株式会社ニュー・オータニ社外監査役

監 査 役 酒 巻 弘
一般財団法人日本経済研究所専務理事（代表理事）

株式会社ストライク社外取締役（監査等委員）

監 査 役 峯 岸 芳 幸 税理士法人峯岸パートナーズ代表社員

（注）1. 取締役稲葉弘文氏、取締役鳥巣元太氏及び取締役小森谷友絵氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。

（注）2. 監査役酒巻弘氏及び監査役峯岸芳幸氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注）3. 常勤監査役山岡英夫氏は、当社経理部門において専門的な知識・経験等を培い、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。
（注）4. 監査役酒巻弘氏は複数の会社での職務や会社経営に関与された豊富な経験等で培われた豊富な知識と経験

により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
（注）5. 監査役峯岸芳幸氏は税理士としての豊富な知識と経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。
（注）6. 取締役稲葉弘文氏、取締役鳥巣元太氏、取締役小森谷友絵氏、監査役酒巻弘氏及び監査役峯岸芳幸氏は、

株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
（注）7. 大谷和彦氏は、令和７年１月７日に逝去により、代表取締役会長を退任されました。

なお、退任時の地位、担当及び重要な兼職の状況は以下の通りであります。

氏 名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

大 谷 和 彦 令和７年１月７日 逝 去

代表取締役会長
株式会社ニュー・オータニ代表取締役社長
株式会社オータニコーポレーション代表取締役会長
エイチアールティーニューオータニ株式会社代表取締役名誉会長
株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長
株式会社ＴＯＬＣＤ代表取締役名誉会長
株式会社大谷工業代表取締役会長
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役及び社外監査役全員との間で会社法第427条第１項及び当社定款の規定

に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、賠償責任の限度額を法令の定め

る最低限度額とする責任限定契約を締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者がその職務の執行に関し、責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請

求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしておりま

す。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及

び退任役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しておりま

す。

ただし法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補され

ないなど、一定の免責事由が定められております。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本的な考え方

当社は「社会に役立つ企業」という企業理念のもと、企業価値の持続的な向上を目指して

おります。取締役の報酬については、短期のみならず中長期的な企業価値増大への貢献意欲

も高めることを目的として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機

能するよう、報酬の一定割合を業績・株価と連動させる報酬体系としております。個々の取

締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としてお

ります。

具体的に、業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬等（賞与）及び非金銭報酬

（株式報酬）等により構成し、その支給割合は後記の方針に基づき適切に設定することとし

ております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払

うこととしております。

当社では、取締役会の報酬等の決定に関与する委員会として指名報酬委員会を設置してお

り、同委員会は社外取締役を過半数とする計３名（社外取締役２名、社外取締役を除く取締

役１名）で構成されております。

取締役の報酬等の決定方針は、指名報酬委員会で審議の上、その意見を尊重し、取締役会

で決議するものとします。

取締役の報酬の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長大谷卓

男がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報

酬及び、業績連動報酬等（賞与）の額、並びに報酬等の種類ごとの比率の決定とします。こ
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れらの権限を委任した理由は、各取締役のプライバシー保護及び指名報酬委員会の諮問を経

ており、報酬等の決定の客観性・透明性が確保されているためです。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会

に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内

容に従って決定するものとします。

なお、非金銭報酬等（株式報酬）は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役

個人別の割当株式数を決議します。

固定報酬、業績連動報酬等（賞与）について、代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申

に従い、取締役会メンバーとの協議などを経て、各取締役の報酬額を決定し取締役会にも上

程していること、非金銭報酬等（株式報酬）についても、指名報酬委員会の答申を踏まえた

報酬案が取締役会に上程され取締役会において個人別の割当株式数を決定していることか

ら、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

②固定報酬の個人別の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条

件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の固定報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業

員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定した額を毎月支給するものとしてお

ります。

③業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定

に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

各事業年度の業績向上への貢献意欲を高めることを目的として、社外取締役を除く取締役

に対し、業績に連動した賞与を前事業年度における連結営業利益の1.5％を上限として支給

するものとしております。

業績連動報酬等に係る指標は、企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう

前事業年度における連結営業利益等とし、対象取締役の役位に応じ、支給額を決定いたしま

す。なお、前事業年度における連結営業利益等の実績は2,285百万円でした。

④非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与え

る時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ

ィブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限

付株式付与制度（以下「本制度」といいます。）に基づき、当社の取締役（社外取締役を除

く。以下「対象取締役」といいます。）に対して付与しております。

対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と

して払込み、当社が発行又は処分する普通株式を引き受けることとなります。本制度に基づ

き対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内とし、各対象取締

役への具体的な支給時期及び配分については、役位、職責、在任年数を踏まえ、指名報酬委

員会に諮問の上、その答申内容を尊重し、独立社外取締役を含む取締役会の審議に基づき決

定し、毎年一定の時期に付与しております。
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本譲渡制限付株式の割当てのために発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間最大

75,000株とし、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の前営業日における東京証券

取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ

直近取引日の終値）としております。

当該報酬の額については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議された取締役

個人別の割当株式数に応じて定められます。

また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との

間で、譲渡制限付株式割当契約を締結し、その内容としては、１）対象取締役は一定期間

（30年から50年までの間で当社の取締役会が定める期間）、当該譲渡制限付株式割当契約によ

り割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなら

ないこと、２）一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が

含まれることといたします。

⑤固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に

対する割合の決定に関する方針等

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業

種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、独立社外取締役を含む指名

報酬委員会において検討を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、指名報酬委員

会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の

報酬等の内容を決定します。

なお、報酬等の種類ごとの比率は、固定報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝60％：20

％：20％を目安とします。

⑥取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の
員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
(うち社外取締役)

160
（8）

124
（8）

20
（－）

15
（－）

9
（3）

監査役
(うち社外監査役)

19
（8）

19
（8）

－ －
3
（2）

（注）1. 上記には、令和７年１月７日に退任した取締役１名が含まれております。
（注）2. 当社取締役の金銭報酬の額は、平成９年６月27日開催の第31期定時株主総会において年額２億円以内（た

だし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。）と決議しております。当該定時株主総会終
結時点の取締役の員数は10名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、令和元年６月27日開催の第53期定時
株主総会において、株式報酬の額を年額50百万円以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。
当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は６名です。

（注）3. 当社監査役の金銭報酬の額は、平成９年６月27日開催の第31期定時株主総会において年額３千万円以内と
決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。
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(5) 社外役員に関する事項

社外取締役 社外監査役

氏名 稲葉弘文 鳥巣元太 小森谷友絵 酒巻 弘 峯岸芳幸

①重要な兼職の状況
三陽エンジニア
リング株式会社
代表取締役社長

アルス デザイン
アソシエイツ株式会社
代表取締役社長

日 本 大 学
生 産 工 学 部

教授

一般財団法人
日本経済研究所
専務理事（代表理事）
株式会社ストライク
社外取締役（監査等委員）

税理士法人峯岸
パートナーズ
代表社員

②当期における主な
活動状況

当期開催の取締
役会15回の全て
に出席してお
り、経営者とし
ての貴重な経験
と幅広い見識に
基づき、議案審
議等に必要な発
言を適宜行って
お り ま す。ま
た、指名報酬委
員会委員長とし
て、役員報酬制
度に関する課題
等について積極
的に提言してお
ります。

当期開催の取締
役会15回のうち
14回に出席して
おり、建築・設
計に関する専門
家としての貴重
な経験と幅広い
見識に基づき、
議案審議等に必
要な発言を適宜
行っておりま
す。また、指名
報酬委員会委員
として、役員報
酬制度に関する
課題等について
積極的に提言し
ております。

当期開催の取締
役会15回の全て
に出席してお
り、環境工学に
関する専門家と
しての貴重な経
験と幅広い見識
に基づき、議案
審議等に必要な
発言を適宜行っ
ております。

当期開催の取締
役会15回の全て
に出席 し、 ま
た、当期開催の
監査役会16回の
全てに出席して
おり、複数の会
社での職務や会
社経営等の豊富
な経験に基づ
き、適宜質問を
し、意見を述べ
ております。

当期開催の取締
役会15回の全て
に出席 し、 ま
た、当期開催の
監査役会16回の
うち15回に出席
しており、税理
士としての財務
及び会計に関す
る豊富な経験に
基づき、適宜質
問をし、意見を
述べておりま
す。

（注）1. 社外取締役小森谷友絵氏が兼職している日本大学と当社との間に、共同研究に関する取引関係があります
が、当該取引にかかる取引金額は10百万円以下であり、重要な関係はありません。

（注）2. 社外取締役稲葉弘文氏及び社外取締役鳥巣元太氏が兼職している他の法人等と当社との間に取引関係はあ
りません。

（注）3. 社外監査役が兼職している他の法人等と当社との間に取引関係はありません。
（注）4. 社外取締役稲葉弘文氏は、複数の会社において経営者として培った企業経営に関する豊富な経験と幅広い

知識を活かして取締役会の意見決定の妥当性・適正性を確保するための発言・提言を行い貢献しておりま
す。

（注）5. 社外取締役鳥巣元太氏は、取締役会において、豊富な専門知識や経験を活かして、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行い貢献しております。

（注）6. 社外取締役小森谷友絵氏は、取締役会において、豊富な環境工学に関する専門知識や経験を活かして、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い貢献しております。
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4. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

①当事業年度に係る報酬等の額 37百万円

②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37百万円

（注）1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査報酬の推移、過年度の会計監査の

職務遂行状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報

酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

（注）2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取

引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合には、監査役会は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を

解任した旨及び理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、

当社からの独立性等の評価基準に従い総合的に評価し、適正な監査の遂行が困難であると認

められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を

決定いたします。
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5. 会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び子

会社の業務の適正を確保するための体制

当社は取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めておりま

す。その内容は以下のとおりです。

①当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

イ．当社は、社訓並びに経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し、当社及び子会

社の代表取締役がその精神を役職員に伝達し、法令・定款及び社会規範を遵守した行動を

とるための行動規範とする。

ロ．法令等の遵守については、「コンプライアンス基本規程」を制定し、コンプライアンスに

関する規範体系を明確にし、組織体制として役職員等の役割を定め、当社グループ内のコ

ンプライアンス体制の確立を図る。

ハ．法令等遵守の統括部署として設置された内部監査室を、事務管理部門がサポートし、一

定の重要な意思決定を行う事項については、同部門で事前に適法性等を検証する。

ニ．取締役の職務執行が適正、かつ効率的に行われる体制として、職務権限規程、業務分掌

規程等を整備する。

ホ．内部監査室は、適切な業務運営体制を確保すべく、内部監査を実施する。また、法令上

疑義のある行為等について、職員が社外の「内部通報センター」（内部通報窓口）に直接

情報を提供する。内部通報窓口は、通報を受けた場合、直ちに調査し、法令違反行為等が

行われていることを確認したときは、直ちに社長に報告する。

②当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき文書に記録し保存、管理す

る。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとす

る。

また、「関係会社文書管理規程」に基づき、子会社の取締役等は、子会社における法定の議

事録の写し等の文書を当社に提出することにより、子会社の取締役等の業務執行に係る事項を

報告する。また、当該資料については、当社の取締役、監査役が常時閲覧することができるも

のとする。

③当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスク管理については、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理委員会、安全管理推

進室及び内部監査室を中心にリスク管理体制を構築する。

ロ．リスク管理委員会、安全管理推進室及び内部監査室は、各部門担当取締役の業務に係わ

るリスク管理を把握し、必要に応じて支援提言を行う。

ハ．内部監査室は、各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会

に報告する。

ニ．不測の事態が発生した場合には、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を
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定め、損害の拡大を防止し、最小限に止める体制を整備する。

④当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、以下の経営シス

テムを用いて事業の推進に伴うリスクを継続的に監視する。

イ．当社の経営方針及び経営戦略に係わる重要事項については、月１回開催される取締役会

において審議する。また、子会社の取締役会においても定時取締役会及び随時開催される

臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとする。

ロ．目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、全社及び各事業

グループの目標値を年度予算として策定し、それに基づく業務管理を行う。

ハ．業務運営の状況を把握し、その改善を図るために内部監査を実施する。

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社グループにおける統一的なリスク管理体制を確立するための指針を定める。

ロ．主要な子会社には、当該会社に役員を派遣し、子会社の管理・監督を行う。

ハ．子会社に対する監査役会（若しくは内部監査室）による調査・監査実施の体制を構築す

る。また、監査役会は、調査・監査の結果を踏まえ、必要に応じて、内部統制の改善策の

指導、実施の支援・助言を行う。

ニ．子会社が当社からの経営管理、経営指導等で、法令違反等が認められた場合は、内部監

査室は直ちに監査役会に報告を行うと同時に、意見を述べることができるものとする。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

体制

監査役は、監査役を補助するための部署として設置した内部監査室所属の職員に、監査業務

に必要な事項を命令することができるものとする。

⑦監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役を補助すべき職員の人事異動、評価、任命、解任等については、事前に監査役会の同

意を得た上で取締役会にて決定することとし、当該使用人は他の部署を兼務せず、監査役の指

示にのみ従うことにより、取締役からの独立を確保するものとする。

⑧監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な

取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び職員は以下の事項について、監査役会に報告する。

イ．常勤役員会で決議された事項。

ロ．当社及び当社グループの業務又は業績に重大な影響を及ぼす事項。

ハ．内部監査室が実施した内部監査の結果。

ニ．企業倫理に関する内部監査室に対する通報の状況。

ホ．上記のほか監査役会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項。

［子会社の役職員及びこれらの者から報告を受けた者は、上記イ．からホ．の事項につい

て、当社の監査役会に報告する。］
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上記イ．からホ．の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不

利益な取扱いもしてはならないものとする。また、グループ内部通報制度においても、内部通

報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。

⑨監査役の職務の執行について生じる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償

還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要ではないと明

らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じるものとする。

⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役は、必要に応じて内部監査室、安全管理推進室に対して、必要な調査・報告等を

要請することができ、常勤役員会その他の重要な会議等に出席できる。

ロ．監査役会と代表取締役、会計監査人との間に定期的な意見交換会を設定する。

⑪反社会的勢力との関係遮断

イ．当社は反社会的勢力とは断固として関係を持たないものとする。また、反社会的勢力か

ら接触を受けた場合は、直ちに所轄の警察等の機関に情報を提供するとともに、暴力的

な、また不当な要求に対しては、警察及び弁護士等を含め外部機関との連携の上遮断を実

施する。

ロ．当社は大崎地区特殊暴力防止対策協議会に加盟し、その他に所轄警察署等から関連情報

を収集して不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。また、これらの勢力に対

する社内体制については、反社会的勢力排除に係わる対応統括部署及び不当要求防止責任

者を設け、社内各部署にも担当者を配置するとともに、必要に応じて警察及び弁護士等の

外部機関と連携し対処する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①内部統制システム全般

当社及び当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモ

ニタリングし、改善を進めております。

②コンプライアンス

当社は、当社及び当社グループの使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアン

スについて、社内研修での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための

取組みを継続的に行っております。

また、当社は内部通報規程により相談・通報制度を設けており当社グループにも開放する

ことでコンプライアンスの実効性向上に努めております。

③リスク管理体制

リスク管理委員会、安全管理推進室及び内部監査室を中心に、各部門及び各グループから

報告されたリスクのレビューを実施して全体的な情報共有に努めたほか、当該リスクの管理

状況について報告いたしました。
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④内部監査

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、内部監査を実施いたしました。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（令和７年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

Ⅰ 流 動 資 産 30,633 Ⅰ 流 動 負 債 4,135

現 金 及 び 預 金 29,487 買 掛 金 31

受取手形及び営業未収入金 550 短 期 借 入 金 589

有 価 証 券 59 １年内返済予定の長期借入金 273

商 品 及 び 製 品 12 未 払 金 1,482

仕 掛 品 19 未 払 消 費 税 等 74

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 222 未 払 法 人 税 等 249

そ の 他 284 前 受 金 619

貸 倒 引 当 金 △1 賞 与 引 当 金 87

Ⅱ 固 定 資 産 84,262 そ の 他 727

1.有 形 固 定 資 産 53,529 Ⅱ 固 定 負 債 9,935

建 物 及 び 構 築 物 19,658 長 期 借 入 金 260

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 303 長 期 預 り 保 証 金 5,934

土 地 30,037 退 職 給 付 に 係 る 負 債 463

建 設 仮 勘 定 3,471 資 産 除 去 債 務 693

そ の 他 58 繰 延 税 金 負 債 2,441

そ の 他 144

2.無 形 固 定 資 産 7,102

借 地 権 7,076

施 設 利 用 権 17 負 債 合 計 14,071

そ の 他 8 純 資 産 の 部

Ⅰ 株 主 資 本 92,430

3.投 資 そ の 他 の 資 産 23,630 1.資 本 金 11,768

投 資 有 価 証 券 23,027 2.資 本 剰 余 金 9,328

保 険 積 立 金 365 3.利 益 剰 余 金 75,087

繰 延 税 金 資 産 5 4.自 己 株 式 △3,753

そ の 他 232 Ⅱ その他の包括利益累計額 7,799

1.その他有価証券評価差額金 7,802

2.繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2

Ⅲ 非 支 配 株 主 持 分 594

純 資 産 合 計 100,824

資 産 合 計 114,896 負 債 及 び 純 資 産 合 計 114,896
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連 結 損 益 計 算 書

（自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日）

（単位：百万円）

科 目
金 額

内 訳 合 計

売 上 高 13,152

売 上 原 価 9,985

売 上 総 利 益 3,166

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,748

営 業 利 益 1,418

営 業 外 収 益

受 取 利 息 19

受 取 配 当 金 406

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 20

受 取 事 務 手 数 料 32

そ の 他 48 528

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13

固 定 資 産 除 却 損 3

自 己 株 式 取 得 費 用 2

匿 名 組 合 投 資 損 失 5

そ の 他 3 28

経 常 利 益 1,918

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 869 869

特 別 損 失

減 損 損 失 5 5

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,781

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 681

法 人 税 等 調 整 額 298 980

当 期 純 利 益 1,801

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 14

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,787
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連結株主資本等変動計算書

（自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

令和６年４月１日残高 11,768 9,326 74,234 △147 95,181

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △933 △933

親会社株主に帰属する当期純利益 1,787 1,787

自 己 株 式 の 取 得 △3,621 △3,621

自 己 株 式 の 処 分 1 14 16

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 1 853 △3,606 △2,751

令和７年３月31日残高 11,768 9,328 75,087 △3,753 92,430

その他の包括利益累計額
非支配株主
持 分

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差 額 金

繰延ヘッジ損益
その他の包括利益
累計額 合 計

令和６年４月１日残高 7,054 － 7,054 580 102,816

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △933

親会社株主に帰属する当期純利益 1,787

自 己 株 式 の 取 得 △3,621

自 己 株 式 の 処 分 16

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額)

747 △2 744 14 759

連結会計年度中の変動額合計 747 △2 744 14 △1,991

令和７年３月31日残高 7,802 △2 7,799 594 100,824
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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ７社

連結子会社名 株式会社テーオーリネンサプライ

株式会社テーオーシーサプライ

星製薬株式会社

株式会社Ｉ－ＴＩＮＫ

株式会社ＴＯＲアセットインベストメント

株式会社ＴＯＣディレクション

株式会社ＴＯＬＣＤ

(2) 非連結子会社の名称等

株式会社東京卸売りセンター

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数 １社 大崎再開発ビル株式会社

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

株式会社東京卸売りセンター

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と同一であります。
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4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券

市場価格のない株式等以外のもの…………時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 …………移動平均法による原価法

② デ リ バ テ ィ ブ …………時価法

③ 棚 卸 資 産

商 品 …………当社は売価還元法による原価法、連結子会社

株式会社テーオーシーサプライは先入先出法

による原価法及び星製薬株式会社は移動平均

法による原価法

（いずれも貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）

製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 …………主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

…………平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除

く）、平成28年４月１日以降取得した建物附属設備及び

構築物並びにＴＯＣ有明・ＲＯＸドーム・ＲＯＸビル内

温浴施設については定額法、それ以外の有形固定資産に

ついては定率法を採用しております。主な耐用年数は、

建物及び構築物３～50年であります。

② リ ー ス 資 産…………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方

法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金…………営業未収入金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金…………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準によ

り計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における支給

見込額に基づいた、退職給付債務から年金資産の額を控除する簡便法により計算しておりま

す。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

① 不動産事業

当社及び連結子会社では、不動産事業において営業用建物を賃貸しております。

・顧客との契約から生じる収益

営業用建物の貸付部分における光熱水道のサービスを提供する履行義務を負ってお

り、その対価をサービスの提供後概ね１か月以内に受領しており、重要な金融要素は含

んでおりません。また、共用部分における維持管理のサービスを提供する履行義務を負

っており、その対価をサービスの提供前概ね１か月の期間内に受領しており、重要な金

融要素は含んでおりません。

取引価格は、光熱水道料金、人件費等諸経費の増減、その他経済情勢の変化等を考慮

して算定しており、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。また、取引

価格は、販売価格を当該独立販売価格の比率に基づいて、それぞれの履行義務に配分し

て算定しております。

貸付部分における光熱水道のサービスにおいては、顧客の使用量に基づき一定の期間

にわたり収益を認識しております。共用部分における維持管理のサービスにおいては、

時の経過に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。

・顧客との契約から生じる収益以外の収益

営業用建物を貸付し、その対価として、賃料を受領しております。本取引に対して

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて、収益を認識しております。

② リネンサプライ及びランドリー事業

・顧客との契約から生じる収益

連結子会社は、リネンサプライ及びランドリー業務を行っており、宿泊・レストラ

ン・宴会・スポーツクラブなどに使用されるリネン品及び顧客から依頼を受けた衣類の

洗濯等を行う履行義務を負っており、その対価を顧客による検収後概ね１か月以内に受
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領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

取引価格は、契約で取り決めた単価に納品数を乗じて算定しております。また、取引

価格は、販売価格を当該独立販売価格の比率に基づいて、それぞれの履行義務に配分し

て算定しており、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。

本取引においては、リネン品等の顧客による検収時点で収益を認識しております。

③ その他の事業

・顧客との契約から生じる収益

連結子会社は、健康食品等の製造・販売、内装工事、スポーツクラブ及び温浴施設の

利用や滞在の提供する履行義務を負っております。

取引価格は、一つの発注書などに記載された金額や、一つの手続きで決定された金額

として算定しており、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。また、取

引価格は、販売価格を当該独立販売価格の比率に基づいて、それぞれの履行義務に配分

して算定しております。

健康食品等の製造・販売においては、取引の対価を商品の出荷後概ね１か月以内に受

領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、出荷から検収までの期間が通

常の期間であるため、商品を出荷した時点で収益を認識しております。内装工事におい

ては、取引の対価をサービスの提供後概ね１か月以内に受領しており、重要な金融要素

は含んでおりません。また、サービスの進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識

しております。温浴施設の利用や滞在の提供等においては、取引の対価をサービスの提

供開始時に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、時の経過に基づ

き一定の期間にわたり収益を認識しております。スポーツクラブの利用や滞在の提供等

においては、取引の対価をサービスの提供前概ね１か月の期間内に受領しており、重要

な金融要素は含んでおりません。また、時の経過に基づき一定の期間にわたり収益を認

識しております。
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(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………………金利スワップ取引

ヘッジ対象……………………変動金利による借入金（予定取引を含む）

③ ヘッジ方針

当社の内規である「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」に基づき、変動金利

調達に係るキャッシュ・フローの固定化を総調達の一定割合の範囲内で行っております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの予定取引については、取引条件の予測可能性及び実行可能性に基づき、

ヘッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施しております。た

だし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しておりま

す。

5. 会計方針の変更

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 令和４年10月28日。

以下「令和４年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、令和４年改

正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号 令和４年10月28日。以下「令和４年改正適用指針」と

いう。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる当連結

会計年度における連結計算書類に与える影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、令和４年改正適用指針を当

連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計

年度については遡及適用後の連結計算書類となっております。これによる前連結会計年度の連結

計算書類に与える影響はありません。

6.表示方法の変更

連結損益計算書関係

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「自己株式取得費用」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。なお、前連

結会計年度の「自己株式取得費用」は0百万円であります。
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7. 会計上の見積りに関する注記

ＴＯＣビル等（ＴＯＣビル及びＴＯＣフロントビル）に係る有形固定資産の減損損失の認識判

定

(1) 当連結会計年度に計上した金額
（単位：百万円）

金額

有形固定資産 53,529

うちＴＯＣビル等 7,261

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社及び連結子会社の基幹事業は、不動産事業であり、主たる資産であるオフィスビルのほか

商業ビル等の賃貸用不動産を保有しており、固定資産の減損会計の基礎となる資金生成単位を、

不動産事業においては原則として物件別に設定し、減損の要否を判定しております。

資金生成単位に営業損益または営業キャッシュ・フローの継続赤字、市場価格の著しい下落、

経営環境の著しい悪化、使用範囲または方法の変化などにより減損の兆候があると認められた場

合、割引前の将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額を比較し、減損損失の認識の

要否を判定します。 減損損失の認識が必要と判定された場合は、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、減損損失を計上する必要があります。

当連結会計年度において、資金生成単位のうちＴＯＣビル等について、開発事業計画に基づく

建替えに向けて令和６年３月末に閉館したものの、建替え計画の見直し及び計画変更に一定の期

間を要することに伴い、同年９月に不動産事業の営業を再開しております。一旦全館閉館したこ

とに伴うテナント数の減少を背景に、営業損益及び営業キャッシュ・フローの赤字が継続してお

り、減損の兆候が認められましたが、減損の認識判定を行った結果、減損損失の計上は不要と判

断しております。

減損損失の認識判定における割引前の将来キャッシュ・フローを構成する将来キャッシュ・フ

ロー予測や時価は、今後のテナントの獲得見込みや不動産鑑定評価における適用手法の選択や主

要な仮定（賃料収入見込みや還元利回り等）に基づき算定しております。

当該見積りは、テナントの獲得状況や不動産市況の変動などの将来の不確実な経済条件の変動

によって影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度以降におけるＴＯＣビル等に係る有形固定

資産の減損損失の認識の要否に影響を与える可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

登記留保にて、建物及び構築物11,996百万円、土地15,709百万円を担保に提供しており、

対応する債務額は、短期借入金460百万円、１年内返済予定の長期借入金273百万円及び長

期借入金260百万円であります。

2. 取得価額から控除されている国庫補助金等の圧縮記帳額

建物及び構築物 399百万円

機械装置及び運搬具 19百万円

その他 2百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 67,713百万円

4. 有価証券のうち、資金決済に関する法律に基づき59百万円の国債を、投資有価証券のうち宅

地建物取引業法に基づき9百万円の国債をそれぞれ東京法務局に供託しております。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 93,849,352 － － 93,849,352

2. 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 220,070 5,452,559 22,400 5,650,229

（注）普通株式の自己株式の増減数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 259株

取締役会決議による自己株式の取得による増加 5,450,000株

取締役の逝去に伴う自己株式の無償取得による増加 2,300株

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 22,400株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

令和６年６月27日
定時株主総会

普通株式 468 5.0 令和６年３月31日 令和６年６月28日

令和６年11月12日
取締役会

普通株式 465 5.0 令和６年９月30日 令和６年12月５日

計 933

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

令和７年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の

とおり提案しております。

① 配当金の総額 440百万円

② １株当たり配当額 5.0円

③ 基準日 令和７年３月31日

④ 効力発生日 令和７年６月30日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金、リスクの低い長期預金等に限定

し、また、資金調達については主に金融機関からの借入や社債の発行による方針でありま

す。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は

行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に

時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設

備投資に係る資金調達であります。

長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を

図っております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行って

おります。取引に関しては、事務管理部門担当取締役が、取扱高及び内容等を確認し、常

勤役員会等に諮り決裁しております。さらに、取引金融機関からの報告書を点検し経理担

当者作成の資料と相違が無いかを確認し、月一回常勤役員会に取引状況を報告しておりま

す。なお、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い

金融機関とのみ取引を行っております。

また、借入金は流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成するなど

の方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

令和７年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計 上 額

時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 14,579 14,579 －

資産計 14,579 14,579 －

(1) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 533 533 0

(2) 長期預り保証金 5,934 5,419 △514

負債計 6,467 5,952 △514

（*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価

が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*2）「短期借入金」及び「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

（*3）市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当

該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 4,373

（*4）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「時価の算定に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号令和３年６月17日）第24－16項に定

める取扱いに基づき、時価開示の対象とはしておりません。また、当該金融商品の連結貸

借対照表計上額の合計額は、当連結会計年度は4,133百万円であります。

（*5）投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準

価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
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（注１）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 29,487 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期が
あるもの

国債・地方債等 60 － 10 －

合計 29,547 － 10 －

（注２）短期借入金、長期借入金の連結決算日後の償還及び返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

短期借入金 589 － － －

長期借入金 273 260 － －

合計 862 260 － －
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 13,500 － － 13,500

国債・地方債等 69 － － 69

資産計 13,570 － － 13,570

（*1）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号令和３年６月17

日）第24－９項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産の投資信託については、上表の

有価証券及び投資有価証券には含まれておりません。なお、当該投資信託の連結貸借対照

表計上額は、当連結会計年度は1,009百万円であります。
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定の長期借入
金を含む)

－ 533 － 533

長期預り保証金 － 5,419 － 5,419

負債計 － 5,952 － 5,952

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

有価証券及び投資有価証券の時価については、上場株式、国債は、相場価格を用いて評

価しており、上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の時価については、元利金の合計額

を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によってお

り、レベル２の時価に分類しております。

長期預り保証金

長期預り保証金の時価については、合理的な返済予定期間及び返済予定額を見積もり、

自社の信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時

価に分類しております。
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賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

1. 賃貸等不動産の概要

当社及び一部の連結子会社では、東京都において、賃貸用のオフィスビル、商業施設等を

所有しております。

2. 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な増減並びに当連結

会計年度末における時価及び当該時価の算定方法
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度の増減額 当連結会計年度末残高

57,109 779 57,888 184,369

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注）2. 当連結会計年度の増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

増加 ＴＯＣビル耐震補強工事 564百万円

ＴＯＣビル建替えにかかる実施設計等 168百万円

ＴＯＣ ＣＯＮＮＥＣＴ竣工 388百万円

ＲＯＸ２Ｇリニューアル工事 129百万円

減少 減価償却費 1,111百万円

（注）3. 当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書(時点修正等を含む)に基づく金
額（主として直接還元法により評価した金額）であり、一部、重要性の乏しい不動産については、適切に
市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であります。

3. 賃貸等不動産に関する損益
（単位：百万円）

連結損益計算書における金額

営業収益 営業費用 営業利益 その他損益

10,056 8,682 1,373 △2

（注）1. 営業収益及び営業費用は、不動産賃貸に係る収益とこれに対応する費用（減価償却費、外注管理費、修繕
費、光熱水道料、租税公課等）であり、それぞれ「売上高」及び「売上原価、販売費及び一般管理費」に
計上されております。なお、連結損益の算出にあたっては、管理会計上の数値に基づいて適切に算定した
金額によっております。

（注）2. その他損益は、固定資産除却損であり、「営業外費用」に計上されております。
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収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

各報告セグメントの売上高と、地域別に分解した売上高との関連は以下のとおりでありま

す。
（単位：百万円）

報告セグメント

その他
（注）1

合計
不動産事業

リネンサプライ
及び

ランドリー事業
計

東京都品川区 881 － 881 427 1,309

東京都江東区 414 － 414 － 414

東京都台東区 361 － 361 1,084 1,445

その他 1 1,728 1,730 459 2,189

顧客との契約から生じる収益 1,659 1,728 3,388 1,971 5,359

その他の収益（注）2 7,792 － 7,792 － 7,792

外部顧客への売上高 9,451 1,728 11,180 1,971 13,152

（注）1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理関連サービス事業、
製薬事業、スポーツクラブ事業及び温浴施設事業等を含んでおります。

（注）2. 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号平成19年３月30日）の範囲に
含まれるリース取引による収益です。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な

事項に関する注記等4. 会計方針に関する事項(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載

のとおりであります。
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3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並

びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると

見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等
（単位：百万円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 317

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 312

契約負債（期首残高） 26

契約負債（期末残高） 25

契約負債は、主に不動産事業において、一定期間にわたり収益を認識する顧客との共益費

等の契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。

契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、26百万円であります。

過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収

益（例えば、取引価格の変動）の額に重要性はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便

法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約及び顧客の光熱水道等の使用量に

基づく履行義務について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格

の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）

当連結会計年度

１年以内 60

１年超２年以内 8

２年超３年以内 1

合計 70

（注）注記の対象に含めていない顧客の光熱水道等の使用量に基づく履行義務については、そのほとんどすべてが２
年以内に収益として認識されると見込んでおります。

１株当たり情報に関する注記

1． １株当たり純資産額 1,136円41銭

2. １株当たり当期純利益 19円31銭
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重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

［ご参考］連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及びそれらの注記の記

載金額は、百万円未満を切り捨てて表示してあります。
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貸 借 対 照 表
（令和７年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

Ⅰ 流 動 資 産 22,979 Ⅰ 流 動 負 債 2,943

現 金 及 び 預 金 22,501 短 期 借 入 金 500

営 業 未 収 入 金 139 １年内返済予定の長期借入金 273

有 価 証 券 59 未 払 金 904

貯 蔵 品 17 設 備 関 係 未 払 金 342

前 払 費 用 100 未 払 費 用 90

そ の 他 161 未 払 法 人 税 等 146

貸 倒 引 当 金 △1 前 受 金 546

預 り 金 78

Ⅱ 固 定 資 産 82,447 賞 与 引 当 金 48

1.有 形 固 定 資 産 49,138 そ の 他 13

建 物 16,122 Ⅱ 固 定 負 債 9,158

建 築 物 50 長 期 借 入 金 260

機 械 及 び 装 置 1 長 期 預 り 保 証 金 5,197

車 輌 運 搬 具 0 退 職 給 付 引 当 金 438

工 具、 器 具 及 び 備 品 46 資 産 除 去 債 務 693

土 地 29,445 繰 延 税 金 負 債 2,425

建 設 仮 勘 定 3,471 そ の 他 144

負 債 合 計 12,102

2.無 形 固 定 資 産 305 純 資 産 の 部

借 地 権 282 Ⅰ 株 主 資 本 85,675

施 設 利 用 権 14 1.資 本 金 11,768

ソ フ ト ウ エ ア 8 2.資 本 剰 余 金 9,328

資 本 準 備 金 9,326

3.投 資 そ の 他 の 資 産 33,003 そ の 他 資 本 剰 余 金 1

投 資 有 価 証 券 19,162 3.利 益 剰 余 金 68,332

関 係 会 社 株 式 13,335 利 益 準 備 金 2,942

保 険 積 立 金 365 そ の 他 利 益 剰 余 金 65,390

そ の 他 139 配 当 積 立 金 1,100

固定資産圧縮積立金 23

別 途 積 立 金 23,800

繰 越 利 益 剰 余 金 40,466

4.自 己 株 式 △3,753

Ⅱ 評価・換算差額等 7,649

1.その他有価証券評価差額金 7,652

2.繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2

純 資 産 合 計 93,324

資 産 合 計 105,426 負 債 及 び 純 資 産 合 計 105,426
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損 益 計 算 書

（自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日）

（単位：百万円）

科 目
金 額

内 訳 合 計

売 上 高 7,701

売 上 原 価 5,772

売 上 総 利 益 1,928

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,185

営 業 利 益 743

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 443

そ の 他 43 487

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12

自 己 株 式 取 得 費 用 2

匿 名 組 合 投 資 損 失 5

そ の 他 2 22

経 常 利 益 1,207

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 869 869

税 引 前 当 期 純 利 益 2,076

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 441

法 人 税 等 調 整 額 442 883

当 期 純 利 益 1,192
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株主資本等変動計算書

（自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

配 当
積立金

固定資産
圧 縮
積立金

別 途
積立金

令和６年４月１日残高 11,768 9,326 - 9,326 2,942 1,100 23 23,800

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △0

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 1 1

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － 1 1 － － △0 －

令和７年３月31日残高 11,768 9,326 1 9,328 2,942 1,100 23 23,800

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産
合 計

利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等
合 計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰余金

令和６年４月１日残高 40,207 68,073 △147 89,020 6,841 － 6,841 95,861

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 0 － － －

剰 余 金 の 配 当 △933 △933 △933 △933

当 期 純 利 益 1,192 1,192 1,192 1,192

自 己 株 式 の 取 得 △3,621 △3,621 △3,621

自 己 株 式 の 処 分 14 16 16

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

810 △2 807 807

事業年度中の変動額合計 259 259 △3,606 △3,345 810 △2 807 △2,537

令和７年３月31日残高 40,466 68,332 △3,753 85,675 7,652 △2 7,649 93,324
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会

社株式

…………移動平均法による原価法

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

デ リ バ テ ィ ブ…………時価法

3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品…………売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）

貯 蔵 品…………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）

4. 固定資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

…………平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除

く)、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物並びにＴＯＣ有明については定額法、それ以外の有

形固定資産については定率法を採用しております。主な耐

用年数は、建物３～50年であります。

② 無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

…………定額法を採用しております。なお、耐用年数は、施設利用

権10～15年、自社利用ソフトウエア５年であります。

③ リ ー ス 資 産…………所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。
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5. 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金…………営業未収入金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

② 賞 与 引 当 金…………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により

計上しております。

③ 退 職 給 付 引 当 金…………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき、発生してい

る額を計上しております。

6. 重要な収益及び費用の計上基準

当社では、不動産事業において営業用建物を賃貸しております。

① 顧客との契約から生じる収益

営業用建物の貸付部分における光熱水道のサービスを提供する履行義務を負っており、

その対価をサービスの提供後概ね１か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでお

りません。また、共用部分における維持管理のサービスを提供する履行義務を負ってお

り、その対価をサービスの提供前概ね１か月の期間内に受領しており、重要な金融要素は

含んでおりません。

取引価格は、光熱水道料金、人件費等諸経費の増減、その他経済情勢の変化等を考慮し

て算定しており、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。また、取引価格

は、販売価格を当該独立販売価格の比率に基づいて、それぞれの履行義務に配分して算定

しております。

貸付部分における光熱水道のサービスにおいては、顧客の使用量に基づき一定の期間に

わたり収益を認識しております。共用部分における維持管理のサービスにおいては、時の

経過に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。

② 顧客との契約から生じる収益以外の収益

営業用建物を貸付し、その対価として、賃料を受領しております。本取引に対しては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて、収益を認識しております。

7. ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………………金利スワップ取引

ヘッジ対象……………………変動金利による借入金（予定取引を含む）
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③ ヘッジ方針

当社の内規である「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」に基づき、変動金利調

達に係るキャッシュ・フローの固定化を総調達の一定割合の範囲内で行っております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの予定取引については、取引条件の予測可能性及び実行可能性に基づき、ヘ

ッジ対象としての適格性を検討することにより、有効性の評価を実施しております。ただ

し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

8. 会計方針の変更

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 令和４年10月28日。

以下「令和４年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、令和４年改

正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号 令和４年10月28日。以下「令和４年改正適用指針」と

いう。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる当事業

年度における計算書類に与える影響はありません。

9．表示方法の変更

損益計算書関係

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「自己株式取得費用」は金額

的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。なお、前事業年度の

「自己株式取得費用」は、0百万円であります。
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10. 会計上の見積りに関する注記

ＴＯＣビル等（ＴＯＣビル及びＴＯＣフロントビル）に係る有形固定資産の減損損失の認識判

定

(1) 当事業年度に計上した金額
（単位：百万円）

金額

有形固定資産 49,138

うちＴＯＣビル等 7,261

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社の基幹事業は、不動産事業であり、主たる資産であるオフィスビルのほか商業ビル等の賃

貸用不動産を保有しており、固定資産の減損会計の基礎となる資金生成単位を、不動産事業にお

いては原則として物件別に設定し、減損の要否を判定しております。

資金生成単位に営業損益または営業キャッシュ・フローの継続赤字、市場価格の著しい下落、

経営環境の著しい悪化、使用範囲または方法の変化などにより減損の兆候があると認められた場

合、割引前の将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額を比較し、減損損失の認識の

要否を判定します。 減損損失の認識が必要と判定された場合は、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、減損損失を計上する必要があります。

当事業年度において、資金生成単位のうちＴＯＣビル等について、開発事業計画に基づく建替

えに向けて令和６年３月末に閉館したものの、建替え計画の見直し及び計画変更に一定の期間を

要することに伴い、同年９月に不動産事業の営業を再開しております。一旦全館閉館したことに

伴うテナント数の減少を背景に、営業損益及び営業キャッシュ・フローの赤字が継続しており、

減損の兆候が認められましたが、減損の認識判定を行った結果、減損損失の計上は不要と判断し

ております。

減損損失の認識判定における割引前の将来キャッシュ・フローを構成する将来キャッシュ・フ

ロー予測や時価は、今後のテナントの獲得見込みや不動産鑑定評価における適用手法の選択や主

要な仮定（賃料収入見込みや還元利回り等）に基づき算定しております。

当該見積りは、テナントの獲得状況や不動産市況の変動などの将来の不確実な経済条件の変動

によって影響を受ける可能性があり、翌事業年度以降におけるＴＯＣビル等に係る有形固定資産

の減損損失の認識の要否に影響を与える可能性があります。
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貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

登記留保にて、建物11,996百万円、土地15,709百万円を担保に供しており、対応する債務額

は、短期借入金460百万円、１年内返済予定の長期借入金273百万円及び長期借入金260百万

円であります。

2. 取得価額から控除されている国庫補助金等の圧縮記帳額

建 物 399百万円

備 品 2百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 53,260百万円

4. 有価証券のうち、資金決済に関する法律に基づき59百万円の国債を、投資有価証券のうち宅

地建物取引業法に基づき9百万円の国債をそれぞれ東京法務局に供託しております。

5. 保証債務

株式会社ＴＯＬＣＤの金融機関等からの借入に対する保証債務 89百万円

6. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 11百万円

長期金銭債権 16百万円

短期金銭債務 87百万円

長期金銭債務 163百万円

7. 取締役・監査役に対する金銭債権及び金銭債務

金銭債務 266百万円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高 420百万円

仕 入 高 618百万円

営業取引以外による取引高 92百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 220,070 5,452,559 22,400 5,650,229

（注）普通株式の自己株式の増減数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 259株

取締役会決議による自己株式の取得による増加 5,450,000株

取締役逝去に伴う自己株式の無償取得による増加 2,300株

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 22,400株
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税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 23百万円

退職給付引当金 138百万円

関係会社株式評価損 88百万円

長期未払金 77百万円

資産除去債務 84百万円

減損損失 713百万円

その他 210百万円

繰延税金資産小計 1,336百万円

評価性引当額 △293百万円

繰延税金資産合計 1,043百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △12百万円

会社分割によって発生した関係会社株式評価益 △127百万円

その他有価証券評価差額金 △3,328百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △3,468百万円

繰延税金負債の純額 △2,425百万円

（注）前事業年度末との比較で評価性引当額が293百万円増加しております。

主な要因は投資有価証券評価損、子会社株式評価損、長期未払金の取崩しに係る評価性引当額の増加によるも

のです。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別

の内訳

法定実効税率 30.6％

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.8％

受取配当金の益金不算入額 △1.6％

評価性引当額 13.7％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.5％

3. 決算日以後における法人税等の税率変更

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和７年法律第13号）が令和７年３月31日に成立した

ことに伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課せられることに

なりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、令

和８年９月１日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の
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30.6％から31.5％に変更されます。

この変更により当事業年度の繰延税金負債が75百万円増加し、法人税等調整額が23百万円及び

その他有価証券評価差額金が98百万円減少しております。
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収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「連結注記表 収益認識に関する注記」と同一の内容であるため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

1． １株当たり純資産額 1,058円11銭

2. １株当たり当期純利益 12円89銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

［ご参考］貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びそれらの注記の記載金額は、百

万円未満を切り捨てて表示してあります。
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書

独立監査人の監査報告書

令和７年５月14日

株式会社 テーオーシー

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 神 代 勲

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 後 藤 久 美 子

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社テーオーシーの令和６年

４月１日から令和７年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社テーオーシー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人監査報告書

独立監査人の監査報告書

令和７年５月14日

株式会社 テーオーシー

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 神 代 勲

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 後 藤 久 美 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社テーオーシーの令

和６年４月１日から令和７年３月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上

― 60 ―

2025年05月21日 10時28分 $FOLDER; 60ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



監査役会監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの第59期事業年度における取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報

告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査

の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主

要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について

は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会

社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整

備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保

するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明

を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和７年５月19日

株式会社テーオーシー監査役会

常勤監査役 山 岡 英 夫 ㊞

監 査 役（社外監査役） 酒 巻 弘 ㊞

監 査 役（社外監査役） 峯 岸 芳 幸 ㊞
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